
議案第６号 

 

大磯町みどり基金条例の一部を改正する条例 

 

 大磯町みどり基金条例（昭和62年大磯町条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条に次の１号を加える。 

(4) 大磯町緑化の推進及び緑の保全に関する条例（平成25年大磯町条例第25号）の規定

に基づく助成 

 

   附 則 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

 

 

平成26年２月18日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    


